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(57)【要約】
【課題】　有機エレクトロルミネッセンス表示パネルか
らの光を、異方性光学フィルムによって拡散・透過させ
、ブラックマトリクス（ＢＭ）の視認性を低下させ、色
付きを感じず、より高い没入感が得られるヘッドマウン
トディスプレイの提供。
【解決手段】　有機エレクトロルミネッセンス表示パネ
ル内のカラーフィルター又はＲＧＢ発光層よりも視認側
に、入射光角度により直線透過率が変化する異方性光学
フィルムを備えたヘッドマウントディスプレイであって
、前記異方性光学フィルムは、少なくとも、単層又は複
数層である異方性光拡散層を含み、前記異方性光拡散層
は、マトリックス領域と、前記マトリックス領域とは屈
折率の異なる複数の柱状領域とを有するものであること
を特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機エレクトロルミネッセンス表示パネル内のカラーフィルター又はＲＧＢ発光層より
も視認側に、入射光角度により直線透過率が変化する異方性光学フィルムを備えたヘッド
マウントディスプレイであって、
　前記異方性光学フィルムは、少なくとも、単層又は複数層である異方性光拡散層を含み
、
　前記異方性光拡散層は、マトリックス領域と、前記マトリックス領域とは屈折率の異な
る複数の柱状領域とを有するものであることを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項２】
　前記単層又は複数層である異方性光拡散層のヘイズ値が、５０％～８５％であることを
特徴とする請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項３】
　前記異方性光拡散層は、少なくとも１つの散乱中心軸を有し、
　前記少なくとも１つの散乱中心軸角度が、－１５°～＋１５°であることを特徴とする
請求項１又は２に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項４】
　前記単層又は複数層である異方性光拡散層の少なくとも一方の最表面に、表面凹凸が形
成され、
　前記表面凹凸は、ＪＩＳ　Ｂ０６０１－２００１に準拠して測定された算術平均粗さＲ
ａが、０．１０μｍ以下であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のヘ
ッドマウントディスプレイ。
【請求項５】
　前記異方性光拡散層の複数の柱状領域は、
　前記異方性光拡散層の一方の表面から他方の表面にかけて配向、かつ、延在して構成さ
れ、前記異方性光拡散層の一方の表面における、前記複数の柱状領域の表面形状が、短径
と、長径とを有していることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のヘッドマ
ウントディスプレイ。
【請求項６】
　前記異方性光拡散層の一方の表面における、前記柱状領域の平均長径／平均短径、であ
る前記柱状領域のアスペクト比が、２未満であることを特徴とする請求項５に記載のヘッ
ドマウントディスプレイ。
【請求項７】
　前記異方性光拡散層の一方の表面における、前記柱状領域の平均長径／平均短径、であ
る前記柱状領域のアスペクト比が、２～２０であることを特徴とする請求項５に記載のヘ
ッドマウントディスプレイ。
【請求項８】
　前記異方性光拡散層の厚さが、１０μｍ～１００μｍであることを特徴とする請求項１
～７のいずれか１項に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項９】
　前記異方性光学フィルムの法線方向より入射した光の直線透過率が、５％～４０％であ
ることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドマウントディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、バーチャルリアリティ（以降、ＶＲと略す）技術開発が進み、表示デバイスとし
てヘッドマウントディスプレイ（以降、ＨＭＤと略す）が用いられている。ＨＭＤは、液
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晶（以降、ＬＣＤと略す）表示パネルや有機エレクトロルミネッセンス（以降、ＯＬＥＤ
と略す）表示パネル等が用いられている表示デバイスであり、小型の画像表示パネルを用
い、視聴者の目の前に直接画像を提供する表示装置である。
　ＨＭＤは、従来の液晶表示パネル等とは異なり、目と画像表示パネルの距離が至近であ
ることから、ＶＲに必要な没入感を得ることができる。
【０００３】
　ＯＬＥＤには、白色発光層のみで、カラーフィルターを用いる方式と、赤（Ｒ）、緑（
Ｇ）、青（Ｂ）発光層（以降ＲＧＢ発光層と称す）を用いる方式とがある。この内、カラ
ーフィルターを用いる方式では、カラーフィルターの各画素間には、発光層からの光もれ
やＲＧＢの混色防止のために、ブラックマトリクス（ＢＭ）が形成されている（図１）。
さらにＲＧＢ発光層を用いる方式では、ブラックマトリクスと同様な、画素による隙間が
存在している。本発明では、以降、カラーフィルターを用いる方式におけるブラックマト
リクスと、ＲＧＢ発光層を用いる方式における画素の隙間とを総称して、ブラックマトリ
クス（ＢＭ）と呼ぶこととする。
　このブラックマトリクスのため、目とヘッドマウントディスプレイの表示用パネルが至
近にあることで、ブラックマトリクスがより目立って視認されてしまう問題（スクリーン
ドア効果）があり、ＶＲに必要な没入感を損ねるおそれがあった。
　この問題に対し、特許文献１には、液晶表示パネルのパネル面（視認）側に、所定の位
相型回折格子を設ける発明が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－２０６５１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１で開示されている位相型回折格子を用いたＨＭＤでは、画像
のざらつきが抑圧されることが明らかにされているが、ブラックマトリクスが薄く観察さ
れるにとどまり、十分な没入感を得られないおそれがあった。
【０００６】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、表示モニタからの
光を前記異方性光学フィルムによって拡散・透過させ、ブラックマトリクスの視認性を低
下させ、色付きを感じず、より高い没入感が得られるＨＭＤを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題について、本発明者らが鋭意検討を行ったところ、ＯＬＥＤ表示パネル内のカ
ラーフィルター又はＲＧＢ発光層よりも視認側に、入射光角度により直線透過率が変化す
る特定の異方性光学フィルムを設けることで、ブラックマトリクスの視認性を低下するこ
とが可能であることを発見し、本発明を完成するに至った。
　即ち、
　本発明（１）は、
　有機エレクトロルミネッセンス表示パネル内のカラーフィルター又はＲＧＢ発光層より
も視認側に、入射光角度により直線透過率が変化する異方性光学フィルムを備えたヘッド
マウントディスプレイであって、
　前記異方性光学フィルムは、少なくとも、単層又は複数層である異方性光拡散層を含み
、
　前記異方性光拡散層は、マトリックス領域と、前記マトリックス領域とは屈折率の異な
る複数の柱状領域とを有するものであることを特徴とするヘッドマウントディスプレイで
ある。
　本発明（２）は、
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　前記単層又は複数層である異方性光拡散層のヘイズ値が、５０％～８５％であることを
特徴とする前記発明（１）のヘッドマウントディスプレイである。
　本発明（３）は、
　前記異方性光拡散層は、少なくとも１つの散乱中心軸を有し、
　前記少なくとも１つの散乱中心軸角度が、－１５°～＋１５°であることを特徴とする
前記発明（１）又は（２）のヘッドマウントディスプレイである。
　本発明（４）は、
　前記単層又は複数層である異方性光拡散層の少なくとも一方の最表面に、表面凹凸が形
成され、
　前記表面凹凸は、ＪＩＳ　Ｂ０６０１－２００１に準拠して測定された算術平均粗さＲ
ａが、０．１０μｍ以下であることを特徴とする前記発明（１）～（３）のいずれかのヘ
ッドマウントディスプレイである。
　本発明（５）は、
　前記異方性光拡散層の複数の柱状領域は、
　前記異方性光拡散層の一方の表面から他方の表面にかけて配向、かつ、延在して構成さ
れ、前記異方性光拡散層の一方の表面における、前記複数の柱状領域の表面形状が、短径
と、長径とを有していることを特徴とする前記発明（１）～（４）のいずれかのヘッドマ
ウントディスプレイである。
　本発明（６）は、
　前記異方性光拡散層の一方の表面における、前記柱状領域の平均長径／平均短径、であ
る前記柱状領域のアスペクト比が、２未満であることを特徴とする前記発明（５）のヘッ
ドマウントディスプレイである。
　本発明（７）は、
　前記異方性光拡散層の一方の表面における、前記柱状領域の平均長径／平均短径、であ
る前記柱状領域のアスペクト比が、２～２０であることを特徴とする前記発明（５）のヘ
ッドマウントディスプレイである。
　本発明（８）は、
　前記異方性光拡散層の厚さが、１０μｍ～１００μｍであることを特徴とする前記発明
（１）～（７）のいずれかのヘッドマウントディスプレイである。
　本発明（９）は、
　前記異方性光学フィルムの法線方向より入射した光の直線透過率が、５％～４０％であ
ることを特徴とする前記発明（１）～（８）のいずれかのヘッドマウントディスプレイで
ある。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ブラックマトリクスの視認性を低下させ、色付きを感じず、より没入
感の高いヘッドマウントディスプレイを提供することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係るブラックマトリクスの例を示すカラーフィルターの模式図である。
【図２】本発明に係るＨＭＤの表示部の構造例を示した断面図である。
【図３】本発明に係る異方性光学フィルムの入射角依存性を示した説明図である。
【図４】本発明に係る異方性光拡散層の平面方向の断面図である。
【図５】本発明に係る異方性光拡散層の例を示す模式図である。
【図６】異方性光拡散層における散乱中心軸を説明するための３次元極座標表示である。
【図７】異方性光拡散層における拡散領域と非拡散領域を説明するための光学プロファイ
ルである。
【図８】異方性光拡散層の入射光角度依存性測定方法を示す模式図である。
【図９】任意工程１－３を含む本発明に係る異方性光拡散層の製造方法を示す模式図であ
る。
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【発明を実施するための形態】
【００１０】
１．主な用語の定義
　「直線透過率」とは、一般に、異方性光学フィルム又は異方性光拡散層に対して入射し
た光の直線透過性に関し、ある入射光角度から入射した際に、入射方向と同一の直線方向
の透過光量と、入射した光の光量との比率であり、下記式で表される。
　直線透過率（％）＝（直線透過光量／入射光量）×１００
【００１１】
　「散乱中心軸」とは、異方性光学フィルム又は異方性光拡散層への入射光角度を変化さ
せた際に直線透過性がその入射光角度を境に略対称性を有する光の入射光角度と一致する
方向を意味する。「略対称性を有する」としたのは、散乱中心軸がフィルムの法線方向に
対して傾きを有する場合には、光学特性（後述する「光学プロファイル」）が厳密には対
称性を有しないためである。散乱中心軸は、異方性光学フィルムの断面の傾きを光学顕微
鏡によって観察することや、異方性光学フィルムを介した光の投影形状を、入射光角度を
変化させて観察することにより確認することができる。
【００１２】
　「散乱中心軸角度」とは、散乱中心軸の、異方性光学フィルム又は異方性光拡散層の表
面の法線方向に対する傾きのことであり、異方性光学フィルム又は異方性光拡散層の表面
の法線方向を０°としたときの角度である。
【００１３】
　又、本明細書においては、「散乱」と「拡散」の両者を区別せずに使用しており、両者
は同じ意味を示す。さらに、「光重合」及び「光硬化」の意味を、光重合性化合物が光に
より重合反応することとし、両者を同義語で用いることとする。
【００１４】
　本明細書において、何の断りもなく、単に「法線」と記載した場合には、異方性光学フ
ィルムの表面、又は、異方性光拡散層の表面の、法線を意味するものとする。
【００１５】
　本明細書において、何の断りもなく、単に「柱状領域の表面形状」、又は、「表面形状
」と記載した場合には、柱状領域の異方性光拡散層表面における表面形状を意味するもの
とする。
【００１６】
１－１．ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）
　ＨＭＤは、頭部に装着するディスプレイ装置のことであり、帽子型や眼鏡型のウェアラ
ブルデバイスの一つである。本発明に係るＨＭＤは、表示部としてＯＬＥＤ表示パネルが
用いられ、前記ＯＬＥＤ表示パネルの視認側にカラーフィルター又はＲＧＢ発光層を含む
ものであれば、特に限定されない。即ち、帽子型や眼鏡型といった形状、両眼又は単眼に
装着される装着方法、目を完全に覆い外部が完全に視認できない「非透過型」やハーフミ
ラー等を用いて外部の様子が見える「透過型」といったディスプレイ様式、３Ｄタイプや
２Ｄタイプの映像方式等、のＨＭＤが含まれる。
【００１７】
１－２．ＨＭＤの構成
　本発明に係るＨＭＤの表示部の構造の一例について図２に従って説明する。本発明に係
る異方性光学フィルム１３０が用いられるＯＬＥＤパネルは、カラーフィルター又はＲＧ
Ｂ発光層を用いる方式のものであれば、特に限定されず、公知のものであれば良い。図２
はＯＬＥＤパネルの断面構造を示している。図２（ａ）のＯＬＥＤパネル１００は、異方
性光学フィルム１３０と、陰極、白色発光層、陽極、カラーフィルターを含むもの、又は
、陰極、ＲＧＢ発光層、陽極を含むものである、有機ＥＬ層１１０と、ガラス基板１２０
とを含んでいる。なお、異方性光学フィルム１３０を除く構成要素を、有機エレクトロル
ミネッセンス（ＯＬＥＤ）表示パネルと称する。
【００１８】
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　本発明に係るＨＭＤの表示部には、図２のように、視認側に異方性光学フィルム１３０
が設けられている（具体的に図２模式図では、ガラス基板１２０よりも視認側）。前記異
方性光学フィルム１３０の設置位置は、カラーフィルター又はＲＧＢ発光層よりも視認側
、即ち、目に近い位置に設けられていればよく、その設置位置は特に限定されない。
【００１９】
　本発明に係る異方性光学フィルムは、ＯＬＥＤ表示パネルに直接的又は間接的に積層さ
れる態様でもよいし、表示装置から隔離されて設けられていてもよい｛図２（ｂ）｝。Ｏ
ＬＥＤ表示パネルから出光した光が、異方性光学フィルムを介して、使用者の目によって
視認できればよい。
【００２０】
　又、本発明に係るＨＭＤは、光の向きを変えるミラー、光量の増加や映像を拡大するレ
ンズを、さらに含んでいてもよい。
【００２１】
２．異方性光学フィルム
　本発明に係る異方性光学フィルムは、入射光の入射角に依存して、直線透過率が変化す
る。即ち、所定の角度範囲の入射光は、直線性を維持して透過し、その他の角度範囲の入
射光は、拡散性を示す（図３）。図３は入射角が２０°～５０°の場合に、拡散性を示し
、その他の角度では、拡散性を示さず、直線透過性を示すことを表わしている。即ち２０
°よりも小さな０°と、５０°よりも大きな６５°では、拡散性を示さず、直線透過性を
示す。
【００２２】
２－１．異方性光学フィルムの構造
　本発明に係る異方性光学フィルムは、少なくとも、単層又は複数層である異方性光拡散
層を含む。異方性光学フィルムに含まれる異方性光拡散層は、直線透過性、ヘイズ値、散
乱中心軸などの光学特性の異なる異方性光拡散層が複数含まれていてもよい。
【００２３】
　ここで複数層である異方性光拡散層とは、単層の異方性光拡散層が、直接又は粘着層を
介して複数積層されたもののことである。粘着層に用いられる粘着剤としては、透明性を
有するものであれば特に制限されるものではないが、常温で感圧接着性を有する粘着剤を
使用することが好ましい。このような粘着剤としては、例えば、ポリエステル系樹脂、エ
ポキシ系樹脂、ポリウレタン系樹脂、シリコーン系樹脂、アクリル系樹脂等の樹脂を挙げ
ることができる。特に、アクリル系の樹脂は、光学的透明性が高く、比較的安価で好まし
い。
【００２４】
　一方、異方性光拡散層に異方性光拡散層を直接積層する構成とする場合には、光重合性
化合物を含む組成物層を硬化させて、単層の異方性光拡散層とした後、当該単層の異方性
光拡散層上に、直接、光重合性化合物を含む組成物を塗布して、シート状に設けて硬化す
ることにより、作製することができる。
【００２５】
　さらに異方性光学フィルムは、異方性光拡散層以外でも、複数の層を積層することがで
きる。
【００２６】
　複数の層が積層された異方性光学フィルムとしては、例えば、異方性光学フィルムに、
別の機能を有する層を積層したもの等が挙げられる。又、本発明に係る異方性光学フィル
ムは、ガラス基板等の透明基板上に積層して用いてもよい。
　本発明の異方性光学フィルムは、製造の容易性や製造コストの観点で、単層の異方性光
拡散層であることが好ましい。
【００２７】
　異方性光学フィルムの厚みは、用途や生産性を考慮すると、１０μｍ～５００μｍであ
ることが好ましく、５０μｍ～１５０μｍであることがより好ましい。
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【００２８】
３．異方性光拡散層
３－１．異方性光拡散層の構造
　本発明に係る異方性光拡散層は、マトリックス領域と、マトリックス領域とは屈折率が
異なる複数の柱状領域とを、含み、入射光角度により直線透過率が変化する光拡散性を有
している。
　又、異方性光拡散層は、通常、光重合性化合物を含む組成物の硬化物からなる。そのた
めマトリックス領域と、柱状領域は、同一の組成からなり、それぞれが相分離して形成さ
れる。
【００２９】
　ここで、屈折率が異なるとは、異方性光拡散層に入射した光の少なくとも一部が、マト
リックス領域と、柱状領域との界面において反射が起こる程度に差異があればよく、特に
限定されないが、例えば、前記屈折率の差は、０．００１以上あればよい。
【００３０】
　本発明に係る異方性光拡散層の厚さ（異方性光学フィルムの厚さと同方向の長さ）は、
特に限定されず、例えば、１μｍ～２００μｍであるのが好ましく、１０μｍ～１００μ
ｍであることがより好ましい。前記厚さが２００μｍを超える場合、材料費がよりかかる
だけでなく、ＵＶ照射にかかる費用も増すため、製造コストがかかり、異方性光拡散層の
厚さ方向での拡散性増加により、画像ボケやコントラスト低下が起こりやすくなる。又、
厚さが１μｍ未満の場合、光の拡散性及び集光性を十分なものとすることが難しい場合が
ある。
【００３１】
３－２．柱状領域
　本発明に係る異方性光拡散層に含まれる複数の柱状領域は、通常、異方性光拡散層の一
方の表面から他方の表面にかけて配向、かつ、延在して構成している。
【００３２】
　本発明に係る異方性光拡散層に含まれる複数の柱状領域の、異方性光拡散層の表面にお
ける前記複数の柱状領域の表面形状は、短径と、長径とを有する形状とすることができる
。
【００３３】
　前記断面形状は、特に限定されず、例えば、円形、楕円形、多角形とすることができる
。円形の場合には、短径と長径は等しくなり、楕円形の場合には、短径は短軸の長さ、長
径は長軸の長さであり、多角形の場合には、多角形内の最も短い長さを短径とし、最も長
い長さを長径とすることができる。図４には、異方性光拡散層の表面方向から見た柱状領
域を示した。図中ＬＡは長径を表わし、ＳＡは短径を表わしている。
【００３４】
　本発明に係る短径及び長径は、異方性光拡散層の表面を光学顕微鏡で観察し、任意に選
択した２０個の柱状領域についてそれぞれの短径、長径を計測し、これらの平均値とする
ことができる。
【００３５】
　柱状領域の短径の平均値（平均短径）は０．５μｍ以上であることが好ましく、１．０
μｍ以上であることがより好ましく、１．５μｍ以上であることがさらに好ましい。一方
、柱状領域の平均短径は５．０μｍ以下であることが好ましく、４．０μｍ以下であるこ
とがより好ましく、３．０μｍ以下であることがさらに好ましい。これら柱状領域の短径
の下限値及び上限値は、適宜組み合わせることができる。
【００３６】
　又、長径の平均値（平均長径）は０．５μｍ以上であることが好ましく、１．０μｍ以
上であることがより好ましく、１．５μｍ以上であることがさらに好ましい。一方、柱状
領域の平均長径は１００μｍ以下であることが好ましく、５０μｍ以下であることがより
好ましく、３０μｍ以下であることがさらに好ましい。これら柱状領域の短径の下限値及



(8) JP WO2019/220775 A1 2019.11.21

10

20

30

40

50

び上限値は、適宜組み合わせることができる。
【００３７】
　又、本発明に係る柱状領域の平均短径に対する平均長径の比（平均長径／平均短径）、
即ち、アスペクト比は、特に限定されないが、例えば、１以上２０以下とすることができ
る。図４（ａ）は、アスペクト比が２～２０の異方性光拡散層を示しており、図４（ｂ）
は、アスペクト比が２未満の異方性光拡散層を示している。
　アスペクト比の上限は、２０であることが好ましく、１５であることがより好ましく、
１０であることがさらに好ましい。
【００３８】
　アスペクト比が１以上２未満の場合には、柱状領域の軸方向に平行な光を照射した場合
、その透過光は等方的に拡散する｛図５（ａ）を参照｝。一方、アスペクト比が２以上２
０以下の場合には、同様に軸方向に平行な光を照射した場合には、アスペクト比に応じた
異方性をもって拡散する｛図５（ｂ）を参照｝。
【００３９】
　又、本発明に係る異方性光拡散層は、１つのアスペクト比を有する複数の柱状領域を含
んでもよいし、異なるアスペクト比を持つ、複数の柱状領域を含んでもよい。
【００４０】
　本発明に係る異方性光拡散層は、散乱中心軸を有することができる。
　柱状領域の配向方向（延在方向）Ｐは、散乱中心軸と平行になるように形成されること
ができ、異方性光拡散層が所望の直線透過率及び拡散性を有するように適宜定めることが
できる。なお、散乱中心軸と柱状領域の配向方向とが平行であるとは、屈折率の法則（Ｓ
ｎｅｌｌの法則）を満たすものであればよく、厳密に平行である必要はない。
【００４１】
　Ｓｎｅｌｌの法則は、屈折率ｎ１の媒質から屈折率ｎ２の媒質の界面に対して光が入射
する場合、その入射光角度θ１と屈折角θ２との間に、ｎ１ｓｉｎθ１＝ｎ２ｓｉｎθ２
の関係が成立するものである。例えば、ｎ１＝１（空気）、ｎ２＝１．５１（異方性光拡
散層）とすると、入射光角度が３０°の場合、柱状領域の配向方向（屈折角）は約１９°
となるが、このように入射光角度と屈折角が異なっていてもＳｎｅｌｌの法則を満たして
いれば、本発明においては平行の概念に包含される。
【００４２】
　次に、図６を参照しながら、異方性光拡散層における散乱中心軸Ｐについて説明する。
図６は、異方性光拡散層における散乱中心軸Ｐを説明するための３次元極座標表示である
。
【００４３】
　この散乱中心軸は、上述したように、異方性光拡散層への入射光角度を変化させた際に
光拡散性がその入射光角度を境に略対称性を有する光の入射光角度と一致する方向を意味
する。なお、このときの入射光角度は、異方性光拡散層の光学プロファイルを測定し、こ
の光学プロファイル（図７）における極小値に挟まれた略中央部（拡散領域の中央部）と
なる。
【００４４】
　又、上記散乱中心軸は、図６に示すような３次元極座標表示によれば、異方性光拡散層
の表面をｘｙ平面とし、法線をｚ軸とすると、極角θと方位角φとによって表現すること
ができる。つまり、図６中のＰｘｙが、上記異方性光拡散層の表面に投影した散乱中心軸
の長さ方向ということができる。
【００４５】
　ここで、異方性光拡散層の法線（図６に示すｚ軸）と、柱状領域とのなす極角θ（－９
０°＜θ＜９０°）を本発明における散乱中心軸角度と定義する。柱状領域の軸方向の角
度は、これらを製造する際に、シート状の光重合性化合物を含む組成物に照射する光線の
方向を変えることで、所望の角度に調整することができる。
【００４６】
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　本発明に係る異方性光拡散層に複数の散乱中心軸が含まれる場合には、複数の散乱中心
軸のそれぞれと配向方向とが平行である複数の柱状領域を含むことができる。
【００４７】
　又、本発明に係る柱状領域の長さは、特に限定されず、異方性光拡散層の一方の表面か
ら他方の表面に貫通したものでもよく、一方の表面から他方の表面に届かない長さでも良
い。異方性光拡散層の光の直線透過性を高くすることが可能であるため、柱状領域の長さ
は、前記平均長径よりも長い方が好ましい。
【００４８】
３－３．異方性光拡散層の特性
　本発明における異方性光拡散層の光学特性（直線透過率、ヘイズ値等）は、１つ又は複
数の前記散乱中心軸角度（柱状領域の軸方向の角度）と、複数の柱状領域のアスペクト比
との組み合わせにより調整することができる。
【００４９】
３－３－１．異方性光拡散層の光学プロファイル
　図７に示すように、異方性光拡散層は、入射光角度によって直線透過率が変化する光拡
散性の入射光角度依存性を有するものである。ここで、図７のように光拡散性の入射光角
度依存性を示す曲線を以下、「光学プロファイル」と称する。
【００５０】
　光学プロファイルは、図８に示すように、異方性光拡散層（又は、異方性光学フィルム
）を光源１と検出器２との間に配置する。本形態においては、光源１からの照射光Ｉが、
異方性光拡散層（又は、異方性光学フィルム）の表面の法線方向から入射する場合を入射
光角度０°とした。又、異方性光拡散層（又は、異方性光学フィルム）は直線Ｖを中心と
して、任意に回転させることができるように配置され、光源１及び検出器２は固定されて
いる。すなわち、この方法によれば、光源１と検出器２との間にサンプル（異方性光拡散
層（又は、異方性光学フィルム））を配置し、サンプル表面の直線Ｖを中心軸として角度
を変化させながらサンプルを直進透過して検出器２に入る直線透過光量を測定することに
より得られる。
【００５１】
　光学プロファイルは、光拡散性を直接的に表現しているものではないが、直線透過率が
低下することで、逆に拡散透過率が増大していると解釈すれば、概ね光拡散性を示してい
るといえる。
　通常の等方的な光拡散フィルムでは、０°付近の入射光角度をピークとする、山型の光
学プロファイルを示す。
　異方性光拡散層では、例えば、散乱中心軸角度を０°とすると（図７）、０°付近（－
２０°～＋２０°）の入射光角度で直線透過率が小さく、入射光角度（の絶対値）が大き
くなるにつれて直線透過率が大きくなる谷型の光学プロファイルを示す。
【００５２】
　このように、異方性光拡散層は、入射光が散乱中心軸に近い入射光角度範囲では強く拡
散されるが、それ以上の入射光角度範囲では拡散が弱まり直線透過率が高まるという性質
を有する。
　以下、図７に示すように、最大直線透過率と最小直線透過率との中間値の直線透過率に
対する２つの入射光角度の角度範囲を拡散領域（この拡散領域の幅を「拡散幅」）と称し
、それ以外の入射光角度範囲を非拡散領域（透過領域）と称する。
【００５３】
３－３－２．異方性光拡散層の直線透過率
　本発明の異方性光拡散層の表面の法線方向より入射した光の直線透過率は、特に限定さ
れないが、例えば、異方性光学フィルムに含まれる異方性光拡散層が１つの場合には、５
％～４０％が好ましく、１０％～３０％がより好ましい。この範囲とすることで、ＢＭの
視認性を低下させる効果を高くすることができる。なお、前記直線透過率は、光学プロフ
ァイルの測定と同様にして直線透過光量を測定することにより得られる。
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【００５４】
３－３－３．異方性光拡散層のヘイズ値
　本発明の異方性光拡散層のヘイズ値は、異方性光拡散層の拡散性を示す指標のである。
ヘイズ値が大きくなると、異方性光拡散層の拡散性が高くなる。異方性光拡散層のヘイズ
値は、特に限定されないが、例えば、５０％～８５％が好ましく、６０％～８０％がより
好ましい。この範囲とすることで、ＢＭの視認性を低下させる効果を高くすることができ
る。
　異方性光学フィルムに含まれる異方性光拡散層が複数層である場合には、全ての異方性
光拡散層におけるヘイズ値が、異方性光学フィルムの異方性光拡散層のヘイズ値となる。
【００５５】
　前記異方性光拡散層のヘイズ値の測定方法は、特に限定されず、公知の方法で測定する
ことができる。例えば、ＪＩＳ　Ｋ７１３６－１：２０００「プラスチック－透明材料の
ヘイズの求め方」によって測定することができる。
【００５６】
３－３－４．異方性光拡散層の散乱中心軸
　本発明に係る異方性光拡散層は、少なくとも１つの散乱中心軸を有することができる。
前記散乱中心軸角度は、特に限定されないが、例えば、－１５°～＋１５°が好ましく、
－１０°～＋１０°がより好ましい。－１５°～＋１５°の範囲にある場合、その光学特
性によりＢＭの視認性を低下させる効果が高くなる。
　なお、複数の異方性光拡散層が、同一の散乱中心軸を有する場合には、それらは１つの
散乱中心軸となる。
【００５７】
３－３－５．異方性光拡散層の表面凹凸
　本発明に係わる異方性光拡散層は、異方性光拡散層の少なくとも一方の最表面に凹凸を
有し、異方性光拡散層の表面の算術平均粗さＲａは、０．１０μｍ以下であることが好ま
しい。なお、前記算術平均粗さＲａはＪＩＳ　Ｂ０６０１－２００１に準拠して求められ
る。この範囲にある場合、ヘッドマウントディスプレイとした際の、画素による色付きを
抑える効果を高くすることができる。
【００５８】
　前記異方性光拡散層の表面の算術平均粗さＲａは、公知の方法で測定することができ、
特に限定されない。例えば、共焦点型レーザー顕微鏡等を用いる非接触法や、プローブを
用いた表面粗さ測定器等を用いた接触法を挙げることができる。
【００５９】
４．異方性光学フィルム（異方性光拡散層）の製造方法
　本発明の異方性光学フィルムの製造方法は、光硬化性組成物層にＵＶ等の光線を照射す
ることにより製造することができる。以下、初めに異方性光拡散層の原料を説明し、次い
で製造プロセスを説明する。下記では主に、好適例である、１つの異方性光拡散層を含む
異方性光学フィルムの製造について説明し、必要に応じてその他の態様について補足する
。
【００６０】
４－１．異方性光拡散層の原料
　異方性光拡散層の原料について、（１）光重合性化合物、（２）光開始剤、（３）配合
量、その他任意成分の順に説明する。
【００６１】
４－１－１．光重合性化合物
　本発明に係る異方性光拡散層を形成する材料である光重合性化合物は、ラジカル重合性
又はカチオン重合性の官能基を有するマクロモノマー、ポリマー、オリゴマー、モノマー
から選択される光重合性化合物と光開始剤とから構成され、紫外線及び／又は可視光線を
照射することにより重合・硬化する材料である。ここで、異方性光学フィルムに含まれる
異方性光拡散層を形成する材料が１種類であっても、密度の高低差ができることによって
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屈折率差が生ずる。ＵＶの照射強度が強い部分は硬化速度が早くなるため、その硬化領域
周囲に重合・硬化材料が移動し、結果として屈折率が高くなる領域と屈折率が低くなる領
域が形成されるからである。なお、（メタ）アクリレートとは、アクリレート又はメタア
クリレートのどちらであってもよいことを意味する。
【００６２】
　ラジカル重合性化合物は、主に分子中に１個以上の不飽和二重結合を含有するもので、
具体的には、エポキシアクリレート、ウレタンアクリレート、ポリエステルアクリレート
、ポリエーテルアクリレート、ポリブタジエンアクリレート、シリコーンアクリレート等
の名称で呼ばれるアクリルオリゴマーと、２－エチルヘキシルアクリレート、イソアミル
アクリレート、ブトキシエチルアクリレート、エトキシジエチレングリコールアクリレー
ト、フェノキシエチルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、イソノルボ
ルニルアクリレート、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシプロピルアク
リレート、２－アクリロイロキシフタル酸、ジシクロペンテニルアクリレート、トリエチ
レングリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、１，６－ヘキ
サンジオールジアクリレート、ビスフェノールＡのＥＯ付加物ジアクリレート、トリメチ
ロールプロパントリアクリレート、ＥＯ変性トリメチロールプロパントリアクリレート、
ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジ
トリメチロールプロパンテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレー
ト等のアクリレートモノマーが挙げられる。又、これらの化合物は、各単体で用いてもよ
く、複数混合して用いてもよい。なお、同様にメタクリレートも使用可能であるが、一般
にはメタクリレートよりもアクリレートの方が、光重合速度が速いので好ましい。
【００６３】
　カチオン重合性化合物としては、分子中にエポキシ基やビニルエーテル基、オキセタン
基を１個以上有する化合物が使用できる。エポキシ基を有する化合物としては、２－エチ
ルヘキシルジグリコールグリシジルエーテル、ビフェニルのグリシジルエーテル、ビスフ
ェノールＡ、水添ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＡＤ、ビスフェ
ノールＳ、テトラメチルビスフェノールＡ、テトラメチルビスフェノールＦ、テトラクロ
ロビスフェノールＡ、テトラブロモビスフェノールＡ等のビスフェノール類のジグリシジ
ルエーテル類、フェノールノボラック、クレゾールノボラック、ブロム化フェノールノボ
ラック、オルトクレゾールノボラック等のノボラック樹脂のポリグリシジルエーテル類、
エチレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ブタンジオ
ール、１，６－ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、トリメチロールプロパン、
１，４－シクロヘキサンジメタノール、ビスフェノールＡのＥＯ付加物、ビスフェノール
ＡのＰＯ付加物等のアルキレングリコール類のジグリシジルエーテル類、ヘキサヒドロフ
タル酸のグリシジルエステルやダイマー酸のジグリシジルエステル等のグリシジルエステ
ル類が挙げられる。
【００６４】
　エポキシ基を有する化合物としてはさらに、３，４－エポキシシクロヘキシルメチル－
３’，４’－エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、２－（３，４－エポキシシクロ
ヘキシル－５，５－スピロ－３，４－エポキシ）シクロヘキサン－メタ－ジオキサン、ジ
（３，４－エポキシシクロヘキシルメチル）アジペート、ジ（３，４－エポキシ－６－メ
チルシクロヘキシルメチル）アジペート、３，４－エポキシ－６－メチルシクロヘキシル
－３’，４’－エポキシ－６’－メチルシクロヘキサンカルボキシレート、メチレンビス
（３，４－エポキシシクロヘキサン）、ジシクロペンタジエンジエポキシド、エチレング
リコールのジ（３，４－エポキシシクロヘキシルメチル）エーテル、エチレンビス（３，
４－エポキシシクロヘキサンカルボキシレート）、ラクトン変性３，４－エポキシシクロ
ヘキシルメチル－３’，４’－エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、テトラ（３，
４－エポキシシクロヘキシルメチル）ブタンテトラカルボキシレート、ジ（３，４－エポ
キシシクロヘキシルメチル）－４，５－エポキシテトラヒドロフタレート等の脂環式エポ
キシ化合物も挙げられるが、これらに限定されるものではない。
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【００６５】
　ビニルエーテル基を有する化合物としては、例えば、ジエチレングリコールジビニルエ
ーテル、トリエチレングリコールジビニルエーテル、ブタンジオールジビニルエーテル、
ヘキサンジオールジビニルエーテル、シクロヘキサンジメタノールジビニルエーテル、ヒ
ドロキシブチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、ドデシルビニルエーテル、トリ
メチロールプロパントリビニルエーテル、プロペニルエーテルプロピレンカーボネート等
が挙げられるが、これらに限定されるものではない。なお、ビニルエーテル化合物は、一
般にはカチオン重合性であるが、アクリレートと組み合わせることによりラジカル重合も
可能である。
【００６６】
　又、オキセタン基を有する化合物としては、１，４－ビス［（３－エチル－３－オキセ
タニルメトキシ）メチル］ベンゼン、３－エチル－３－（ヒドロキシメチル）－オキセタ
ン等が使用できる。
【００６７】
　なお、以上のカチオン重合性化合物は、各単体で用いてもよく、複数混合して用いても
よい。上記光重合性化合物は、上述に限定されるものではない。又、十分な屈折率差を生
じさせるべく、上記光重合性化合物には、低屈折率化を図るために、フッ素原子（Ｆ）を
導入しても良く、高屈折率化を図るために、硫黄原子（Ｓ）、臭素原子（Ｂｒ）、各種金
属原子を導入しても良い。さらに、特表２００５－５１４４８７号公報に開示されるよう
に、酸化チタン（ＴｉＯ２）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）、酸化錫（ＳｎＯｘ）等の
高屈折率の金属酸化物からなる超微粒子の表面に、アクリル基やメタクリル基、エポキシ
基等の光重合性官能基を導入した機能性超微粒子を上述の光重合性化合物に添加すること
も有効である。
【００６８】
　本発明に係る光重合性化合物として、シリコーン骨格を有する光重合性化合物を使用す
ることが好ましい。シリコーン骨格を有する光重合性化合物は、その構造（主にエーテル
結合）に伴い配向して重合・硬化し、低屈折率領域、高屈折率領域、又は、低屈折率領域
及び高屈折率領域を形成する。シリコーン骨格を有する光重合性化合物を使用することに
よって、柱状領域を傾斜させやすくなり、正面方向への集光性が向上する。なお、低屈折
率領域は柱状領域又はマトリックス領域のいずれか一方に相当するものであり、他方が高
屈折率領域に相当する。
【００６９】
　低屈折率領域において、シリコーン骨格を有する光重合性化合物の硬化物であるシリコ
ーン樹脂が相対的に多くなることが好ましい。これによって、散乱中心軸をさらに傾斜さ
せやすくすることができるため、正面方向への集光性が向上する。シリコーン樹脂は、シ
リコーン骨格を有さない化合物に比べ、ケイ素（Ｓｉ）を多く含有するため、このケイ素
を指標として、ＥＤＳ（エネルギー分散型Ｘ線分光器）を使用することによってシリコー
ン樹脂の相対的な量を確認することができる。
【００７０】
　シリコーン骨格を有する光重合性化合物は、ラジカル重合性又はカチオン重合性の官能
基を有するモノマー、オリゴマー、プレポリマー又はマクロモノマーである。ラジカル重
合性の官能基としては、アクリロイル基、メタクリロイル基、アリル基等が挙げられ、カ
チオン重合性の官能基としては、エポキシ基、オキセタン基等が挙げられる。これらの官
能基の種類と数に特に制限はないが、官能基が多いほど架橋密度が上がり、屈折率の差が
生じやすいため好ましいことから、多官能のアクリロイル基又はメタクリロイル基を有す
ることが好ましい。又、シリコーン骨格を有する化合物はその構造から他の化合物との相
溶性において不十分なことがあるが、そのような場合にはウレタン化して相溶性を高める
ことができる。本形態では、末端にアクリロイル基又はメタクリロイル基を有するシリコ
ーン・ウレタン・（メタ）アクリレートが好適に用いられる。
【００７１】
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　シリコーン骨格を有する光重合性化合物の重量平均分子量（Ｍｗ）は、５００～５０，
０００の範囲にあることが好ましい。より好ましくは２，０００～２０，０００の範囲で
ある。重量平均分子量が上記範囲にあることにより、十分な光硬化反応が起こり、異方性
光学フィルム１００の各異方性光拡散層内に存在するシリコーン樹脂が配向しやすくなる
。シリコーン樹脂の配向に伴い、散乱中心軸を傾斜させやすくなる。
【００７２】
　シリコーン骨格としては、例えば、下記の一般式（１）で示されるものが該当する。一
般式（１）において、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６はそれぞれ独立に、メチル基
、アルキル基、フルオロアルキル基、フェニル基、エポキシ基、アミノ基、カルボキシル
基、ポリエーテル基、アクリロイル基、メタクリロイル基等の官能基を有する。又、一般
式（１）中、ｎは１～５００の整数であることが好ましい。
【００７３】
【化１】

【００７４】
　シリコーン骨格を有する光重合性化合物にシリコーン骨格を有さない化合物を配合して
、異方性光拡散層を形成すると、低屈折率領域と高屈折率領域が分離して形成されやすく
なり、異方性の程度が強くなり好ましい。シリコーン骨格を有さない化合物は、光重合性
化合物のほかに熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂を用いることができ、これらを併用すること
もできる。光重合性化合物としては、ラジカル重合性又はカチオン重合性の官能基を有す
るポリマー、オリゴマー、モノマーを使用することができる（ただし、シリコーン骨格を
有していないものである）。熱可塑性樹脂としては、ポリエステル、ポリエーテル、ポリ
ウレタン、ポリアミド、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ポリ酢酸ビ
ニル、アクリル樹脂とその共重合体や変性物が挙げられる。熱可塑性樹脂を用いる場合に
おいては熱可塑性樹脂が溶解する溶剤を使用して溶解し、塗布、乾燥後に紫外線でシリコ
ーン骨格を有する光重合性化合物を硬化させて異方性光拡散層を成形する。熱硬化性樹脂
としては、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、不飽和ポリエステ
ルとその共重合体や変性物が挙げられる。熱硬化性樹脂を用いる場合においては、紫外線
でシリコーン骨格を有する光重合性化合物を硬化させた後に適宜加熱することで、熱硬化
性樹脂を硬化させて異方性光拡散層を成形する。シリコーン骨格を有さない化合物として
最も好ましいのは光重合性化合物であり、低屈折率領域と高屈折率領域が分離しやすいこ
とと、熱可塑性樹脂を用いる場合の溶剤が不要で乾燥過程が不要であること、熱硬化性樹
脂のような熱硬化過程が不要であることとなど、生産性に優れている。
【００７５】
４－１－２．光開始剤
　ラジカル重合性化合物を重合させることのできる光開始剤としては、ベンゾフェノン、
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ベンジル、ミヒラーズケトン、２－クロロチオキサントン、２，４－ジエチルチオキサン
トン、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイソブ
チルエーテル、２，２－ジエトキシアセトフェノン、ベンジルジメチルケタール、２，２
－ジメトキシ－１，２－ジフェニルエタン－１－オン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１
－フェニルプロパン－１－オン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２－メ
チル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルフォリノプロパノン－１、１－［
４－（２－ヒドロキシエトキシ）－フェニル］－２－ヒドロキシ－２－メチル－１－プロ
パン－１－オン、ビス（シクロペンタジエニル）－ビス［２，６－ジフルオロ－３－（ピ
ル－１－イル）フェニル］チタニウム、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－
モルフォリノフェニル）－ブタノン－１、２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニル
フォスフィンオキサイド等が挙げられる。又、これらの化合物は、各単体で用いてもよく
、複数混合して用いてもよい。
【００７６】
　又、カチオン重合性化合物の光開始剤は、光照射によって酸を発生し、この発生した酸
により上述のカチオン重合性化合物を重合させることができる化合物であり、一般的には
、オニウム塩、メタロセン錯体が好適に用いられる。オニウム塩としては、ジアゾニウム
塩、スルホニウム塩、ヨードニウム塩、ホスホニウム塩、セレニウム塩等が使用され、こ
れらの対イオンには、ＢＦ４－、ＰＦ６－、ＡｓＦ６－、ＳｂＦ６－等のアニオンが用い
られる。具体例としては、４－クロロベンゼンジアゾニウムヘキサフルオロホスフェート
、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウム
ヘキサフルオロホスフェート、（４－フェニルチオフェニル）ジフェニルスルホニウムヘ
キサフルオロアンチモネート、（４－フェニルチオフェニル）ジフェニルスルホニウムヘ
キサフルオロホスフェート、ビス［４－（ジフェニルスルホニオ）フェニル］スルフィド
－ビス－ヘキサフルオロアンチモネート、ビス［４－（ジフェニルスルホニオ）フェニル
］スルフィド－ビス－ヘキサフルオロホスフェート、（４－メトキシフェニル）ジフェニ
ルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、（４－メトキシフェニル）フェニルヨー
ドニウムヘキサフルオロアンチモネート、ビス（４－ｔ－ブチルフェニル）ヨードニウム
ヘキサフルオロホスフェート、ベンジルトリフェニルホスホニウムヘキサフルオロアンチ
モネート、トリフェニルセレニウムヘキサフルオロホスフェート、（η５－イソプロピル
ベンゼン）（η５－シクロペンタジエニル）鉄（ＩＩ）ヘキサフルオロホスフェート等が
挙げられるが、これらに限定されるものではない。又、これらの化合物は、各単体で用い
てもよく、複数混合して用いてもよい。
【００７７】
４－１－３．配合量、その他成分
　本発明に係る光開始剤は、光重合性化合物１００質量部に対して、０．０１～１０質量
部、好ましくは０．１～７質量部、より好ましくは０．１～５質量部程度配合される。こ
れは、０．０１質量部未満では光硬化性が低下し、１０質量部を超えて配合した場合には
、表面だけが硬化して内部の硬化性が低下してしまう弊害、着色、柱状構造の形成の阻害
を招くからである。これらの光開始剤は、通常粉体を光重合性化合物中に直接溶解して使
用されるが、溶解性が悪い場合は光開始剤を予め極少量の溶剤に高濃度に溶解させたもの
を使用することもできる。このような溶剤としては光重合性であることがさらに好ましく
、具体的には炭酸プロピレン、γ－ブチロラクトン等が挙げられる。又、光重合性を向上
させるために公知の各種染料や増感剤を添加することも可能である。さらに、光重合性化
合物を加熱により硬化させることのできる熱硬化開始剤を光開始剤と共に併用することも
できる。この場合、光硬化の後に加熱することにより光重合性化合物の重合硬化をさらに
促進し完全なものにすることが期待できる。
【００７８】
　光重合性化合物を単独で、又は複数を混合した組成物を硬化させて、異方性光拡散層を
形成することができる。又、光重合性化合物と光硬化性を有しない高分子樹脂の混合物を
硬化させることによっても本発明に係る異方性光拡散層形成することができる。ここで使
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用できる高分子樹脂としては、アクリル樹脂、スチレン樹脂、スチレン－アクリル共重合
体、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、セルロース系樹脂、酢酸ビニ
ル系樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、ポリビニルブチラール樹脂等が挙げられる
。これらの高分子樹脂と光重合性化合物は、光硬化前は十分な相溶性を有していることが
必要であるが、この相溶性を確保するために各種有機溶剤や可塑剤等を使用することも可
能である。なお、光重合性化合物としてアクリレートを使用する場合は、高分子樹脂とし
てはアクリル樹脂から選択することが相溶性の点で好ましい。
【００７９】
　シリコーン骨格を有する光重合性化合物と、シリコーン骨格を有さない化合物の比率は
質量比で１５：８５～８５：１５の範囲にあることが好ましい。より好ましくは３０：７
０～７０：３０の範囲である。当該範囲にすることによって、低屈折率領域と高屈折率領
域の相分離が進みやすくなるとともに、柱状領域が傾斜しやすくなる。シリコーン骨格を
有する光重合性化合物の比率が下限値未満又は上限値超であると、相分離が進みにくくな
ってしまい、柱状領域が傾斜しにくくなる。シリコーン骨格を有する光重合性化合物とし
てシリコーン・ウレタン・（メタ）アクリレートを使用すると、シリコーン骨格を有さな
い化合物との相溶性が向上する。これによって、材料の混合比率を幅広くしても柱状領域
を傾斜させることができる。
【００８０】
４－１－４．溶媒
　光重合性化合物を含む組成物を調製する際の溶剤としては、例えば、酢酸エチル、酢酸
ブチル、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、
トルエン、キシレン等を使用することができる。
【００８１】
４－２．異方性光拡散層の製造プロセス
　次に、本形態の異方性光拡散層の製造方法（プロセス）について説明する。まず、上述
の光重合性化合物を含む組成物（ 以下、「光硬化樹脂組成物」と称する場合がある。）
を、透明ＰＥＴフィルムのような適当な基体上に塗布してシート状に設け、成膜して光硬
化樹脂組成物層を設ける。この光硬化樹脂組成物層を、必要に応じて乾燥し溶剤を揮発さ
せた上で、光硬化樹脂組成物層上に、光を照射することで、異方性光拡散層を作製するこ
とができる。
【００８２】
４－２－１．異方性光拡散層の作製
　本形態に係る異方性光拡散層の形成工程は、主に、以下の工程を有するものである。
（１）工程１－１：未硬化樹脂組成物層を基体上に設ける工程
（２）工程１－２：光源から平行光線を得る工程
（３）任意工程１－３：平行光線を指向性拡散素子に入射させ、指向性をもった光線を得
る工程
（４）工程１－４：光線を未硬化樹脂組成物層に照射して、未硬化樹脂組成物層を硬化さ
せる工程
【００８３】
４－２－１－１．工程１－１：未硬化樹脂組成物層を基体上に設ける工程
　光硬化樹脂組成物を、基体上に、シート状に、未硬化樹脂組成物層として設ける手法は
、通常の塗工方式や印刷方式が適用される。具体的には、エアドクターコーティング、バ
ーコーティング、ブレードコーティング、ナイフコーティング、リバースコーティング、
トランスファロールコーティング、グラビアロールコーティング、キスコーティング、キ
ャストコーティング、スプレーコーティング、スロットオリフィスコーティング、カレン
ダーコーティング、ダムコーティング、ディップコーティング、ダイコーティング等のコ
ーティングや、グラビア印刷等の凹版印刷、スクリーン印刷等の孔版印刷等の印刷等が使
用できる。組成物が低粘度の場合は、基体の周囲に一定の高さの堰を設けて、この堰で囲
まれた中に組成物をキャストすることもできる。
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【００８４】
４－２－１－２．マスクの積層
　又、上記工程１－１において、未硬化樹脂組成物層の酸素阻害を防止して、本形態に係
る異方性光拡散層の特徴である柱状領域を効率良く形成させるために、未硬化樹脂組成物
層の光照射側に密着して光の照射強度を局所的に変化させるマスクを積層することも可能
である。マスクの材質としては、カーボン等の光吸収性のフィラーをマトリックス中に分
散したもので、入射光の一部はカーボンに吸収されるが、開口部は光が十分に透過できる
ような構成のものが好ましい。このようなマトリックスとしては、ＰＥＴ、ＴＡＣ、ＰＶ
Ａｃ、ＰＶＡ、アクリル、ポリエチレン等の透明プラスチックや、ガラス、石英等の無機
物や、これらのマトリックスを含むシートに紫外線透過量を制御するためのパターニング
や紫外線を吸収する顔料を含んだものであっても構わない。このようなマスクを用いない
場合には、窒素雰囲気下で光照射を行うことで、未硬化樹脂組成物層の酸素阻害を防止す
ることも可能である。又、通常の透明フィルムを未硬化樹脂組成物層上に積層するだけで
も、酸素阻害を防ぎ柱状領域の形成を促す上で有効である。このようなマスクや透明フィ
ルムを介した光照射では、光重合性化合物を含む組成物中に、その照射強度に応じた光重
合反応を生じるため、屈折率分布を生じ易く、本形態に係る異方性光拡散層の作製に有効
である。
【００８５】
４－２－１－３．工程１－２：光源から平行光線を得る工程
　光源としては、通常はショートアークの紫外線発生光源が使用され、具体的には高圧水
銀灯、低圧水銀灯、メタハライドランプ、キセノンランプ等が使用可能である。このとき
、所望の散乱中心軸と平行な光線を得る必要があるが、このような平行光線は、例えば点
光源を配置して、この点光源と未硬化樹脂組成物層の間に平行光線を照射するためのフレ
ネルレンズ等の光学レンズを配置する他、光源の背後に反射鏡を配置して、所定の方向に
点光源として光が出射するようにすること等で、得ることができる。
【００８６】
４－２－１－４．工程１－４：光線を未硬化樹脂組成物層に照射して、未硬化樹脂組成物
層を硬化させる工程（任意工程１－３を行わない場合）
　未硬化樹脂組成物層に照射して、未硬化樹脂組成物層を硬化させる光線は、光重合性化
合物を硬化可能な波長を含んでいることが必要で、通常は水銀灯の３６５ｎｍを中心とす
る波長の光が利用される。この波長帯を使って異方性光拡散層を作製する場合、照度とし
ては０．０１ｍＷ／ｃｍ２～１００ｍＷ／ｃｍ２の範囲が好ましく、０．１ｍＷ／ｃｍ２

～２０ｍＷ／ｃｍ２ がより好ましい。照度が０．０１ｍＷ／ｃｍ２未満であると、硬化
に長時間を要するため、生産効率が悪くなり、１００ｍＷ／ｃｍ２を超えると、光重合性
化合物の硬化が速すぎて構造形成を生じず、目的の光学特性を発現できなくなるからであ
る。なお、光の照射時間は特に限定されないが、１０秒間～１８０秒間が好ましく、３０
秒間～１２０秒間がより好ましい。上記光線を照射することで、本形態の異方性光拡散層
を得ることができる。
【００８７】
　本形態の異方性光拡散層は、上述の如く、低照度の光を比較的長時間照射することによ
り、未硬化樹脂組成物層中に、特定の内部構造が形成されることで得られるものである。
そのため、このような光照射だけでは未反応のモノマー成分が残存して、べたつきを生じ
たりしてハンドリング性や耐久性に問題がある場合がある。そのような場合は、１０００
ｍＷ／ｃｍ２以上の高照度の光を追加照射して残存モノマーを重合させることができる。
このときの光照射はマスクを積層した側の逆側から行ってもよい。
【００８８】
　続いて、任意工程１－３を含む場合の製造方法に関して説明する。任意工程１－３を含
む場合の製造方法の内、工程１－１と１－２は、上記で説明した通りであるため、以下、
任意工程１－３以降について、説明する。
【００８９】
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４－２－１－５．任意工程１－３：平行光線を指向性拡散素子に入射させ、指向性をもっ
た光線を得る工程
　図９は、任意工程１－３を含む本発明に係る異方性光拡散層の製造方法を示す模式図で
ある。
【００９０】
４－２－１－５－１．指向性拡散素子
　任意工程１－３で用いられる指向性拡散素子３０１及び３０２は、光源３００から入射
した平行光線Ｄに指向性を付与するものであればよい。図９においては指向性をもった光
Ｅが、Ｘ方向に多く拡散し、Ｙ方向にはほとんど拡散しない態様にて、未硬化樹脂組成物
層３０３に入射することを記載している。このように指向性をもった光を得るためには、
例えば、指向性拡散素子３０１及び３０２内に、アスペクト比の高い針状フィラーを含有
させるとともに、当該針状フィラーをＹ方向に長軸方向が延存するように配向させる方法
を採用することができる。指向性拡散素子３０１及び３０２は、針状フィラーを使用する
方法以外に、種々の方法を使用することができる。
【００９１】
　ここで、指向性をもった光Ｅのアスペクト比は、２～２０とすることが好ましい。当該
アスペクト比にほぼ対応した、アスペクト比を有する柱状領域が形成される。上記アスペ
クト比の上限値は、１０以下であることがより好ましく、５以下であることがより好まし
い。アスペクト比が２０超では、干渉虹やギラツキを生じるおそれがある。
【００９２】
　任意工程１－３においては、指向性をもった光Ｅの広がりを調整することにより、形成
される柱状領域の大きさ（アスペクト比、短径ＳＡ、長径ＬＡ等）を適宜定めることがで
きる。例えば、図９（ａ）、（ｂ）のいずれにおいても、本形態の異方性光拡散層を得る
ことができる。図９（ａ）と（ｂ）で異なるのは、指向性をもった光Ｅの広がりが、（ａ
）では大きいのに対し（ｂ）では小さいことである。指向性をもった光Ｅの広がりの大き
さに依存して、柱状領域の大きさが異なることとなる。
【００９３】
　指向性をもった光Ｅの広がりは、主に指向性拡散素子３０１及び３０２の種類と、未硬
化樹脂組成物層３０３との距離に依存する。当該距離を短くするにつれ柱状領域の大きさ
は小さくなり、長くするにつれ柱状領域の大きさは大きくなる。従って、当該距離を調整
することにより、柱状領域の大きさを調整することができる。
【００９４】
４－２－１－６．工程１－４：光線を未硬化樹脂組成物層に照射して、未硬化樹脂組成物
層を硬化させる工程（任意工程１－３を行う場合）
　指向性拡散素子を介して未硬化樹脂組成物層に照射して、未硬化樹脂組成物層を硬化さ
せる光線は、光重合性化合物を硬化可能な波長を含んでいることが必要で、通常は水銀灯
の３６５ｎｍを中心とする波長の光が利用される。この波長帯を使って異方性光拡散層を
作製する場合、照度としては０．０１ｍＷ／ｃｍ２～１００ｍＷ／ｃｍ２の範囲が好まし
く、０．１ｍＷ／ｃｍ２～２０ｍＷ／ｃｍ２ がより好ましい。照度が０．０１ｍＷ／ｃ
ｍ２未満であると、硬化に長時間を要するため、生産効率が悪くなり、１００ｍＷ／ｃｍ
２を超えると、光重合性化合物の硬化が速すぎて構造形成を生じず、目的の光学特性を発
現できなくなるからである。なお、光の照射時間は特に限定されないが、１０秒間～１８
０秒間が好ましく、３０秒間～１２０秒間がより好ましい。上記光線を照射することで、
本形態の異方性光拡散層を得ることができる。
【００９５】
　本形態の異方性光拡散層は、任意工程１－３を行う場合においても、上述の如く、低照
度の光を比較的長時間照射することにより、未硬化樹脂組成物層中に、特定の内部構造が
形成されることで得られるものである。そのため、このような光照射だけでは未反応のモ
ノマー成分が残存して、べたつきを生じたりしてハンドリング性や耐久性に問題がある場
合がある。そのような場合は、１０００ｍＷ／ｃｍ２以上の高照度の光を追加照射して残
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存モノマーを重合させることができる。このときの光照射はマスクを積層した側の逆側か
ら行ってもよい。
【００９６】
５．本発明に係る異方性光学フィルムの用途
　本発明に係る異方性光学フィルムは、ＯＬＥＤ表示パネルを用いたヘッドマウントディ
スプレイ用の拡散フィルムとして好適に使用することができる。
【００９７】
　又、例えば、本発明に係る異方性光学フィルムを用いる場合には、ＯＬＥＤ表示パネル
のカラーフィルター又はＲＧＢ発光層よりも視認側（出射光側）に、異方性光学フィルム
を配置すればよい。
【実施例】
【００９８】
６．実施例
　次に、本発明を実施例及び比較例により、さらに具体的に説明するが、本発明は、これ
らの例によって何ら限定されるものではない。
【００９９】
６－１．異方性光学フィルムの作製
　以下の方法に従って、本発明の単層又は複数層の異方性光拡散層を有する異方性光学フ
ィルムを作製した。
【０１００】
６－１－１．異方性光学フィルム１～８の作製
　実施例に使用する異方性光学フィルムを、以下の方法により作製した。
　厚さ１００μｍの離型ＰＥＴフィルム１の縁部全周に、ディスペンサーを使い、硬化性
樹脂で高さ５０μｍの隔壁を形成した。この中に下記の紫外線硬化樹脂組成物を滴下し、
滴下した液膜の表面を、ＰＥＴフィルム１よりも剥離力が高く、かつ、ＪＩＳ　Ｂ０６０
１－２００１に準拠して求められた算術平均粗さＲａがそれぞれ異なる、離型ＰＥＴフィ
ルム２（算術平均粗さＲａが０．０２μｍ）、３（算術平均粗さＲａが０．０５μｍ）又
は４（算術平均粗さＲａが０．０８μｍ）のいずれかでカバーすることにより、５０μｍ
の厚さの未硬化樹脂組成物層の液膜を作製した。
　具体的には、異方性光学フィルム１～３、５、６の作製には離型ＰＥＴフィルム２を、
異方性光学フィルム７の作製には離型ＰＥＴフィルム３を、そして、異方性光学フィルム
４の作製には離型ＰＥＴフィルム４を用いた。
　なお、実施例の未硬化樹脂組成物層の組成は、全て同じものを使用した。
【０１０１】
６－１－１－１．紫外線硬化樹脂組成物
・シリコーン・ウレタン・アクリレート（屈折率：１．４６０、重量平均分子量：５，８
９０）　２０質量部
　（ＲＡＨＮ社製、商品名：００－２２５／ＴＭ１８）
・ネオペンチルグリコールジアクリレート（屈折率：１．４５０）　３０質量部
　（ダイセルサイテック社製、商品名Ｅｂｅｃｒｙｌ１４５）
・ビスフェノールＡのＥＯ付加物ジアクリレート（屈折率：１．５３６）　１５質量部
　（ダイセルサイテック社製、商品名：Ｅｂｅｃｙｌ１５０）
・フェノキシエチルアクリレート（屈折率：１．５１８）　４０質量部
　（共栄社化学製、商品名：ライトアクリレートＰＯ－Ａ）
・２，２－ジメトキシ－１，２－ジフェニルエタン－１－オン　４質量部
　（ＢＡＳＦ社製、商品名：Ｉｒｇａｃｕｒｅ６５１）
【０１０２】
　続いて未硬化樹脂組成物層の液膜を加熱し、ＵＶスポット光源（浜松ホトニクス社製、
商品名：Ｌ２８５９－０１）の落射用照射ユニットから、照射強度５ｍＷ／ｃｍ２の平行
光線である紫外線を、直接又は指向性拡散素子を介し、１分間照射することにより、図４
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に示す様な、複数の柱状領域を有する単層の異方性光拡散層の両面に、ＰＥＴフィルムを
有する異方性光学フィルム１～７を作製した。
　具体的には、異方性光学フィルム１～５の作製においては、指向性拡散素子を使用せず
、異方性光学フィルム６及び７の作製においては、平行光線のアスペクト比を変更できる
指向性拡散素子を使用した。
　加えて、異方性光学フィルム１～４、６、７の作製においては、未硬化樹脂組成物層の
液膜平面に対し、法線方向（角度０°とする）の角度より平行光線を照射したが、異方性
光学フィルム５の作製においては、上記法線方向に対し、１５°傾けた角度より、平行光
線を照射した。
　又、異方性光学フィルム８は、上記で作製した異方性光学フィルム７を、２層分作製し
た後、各異方性光学フィルム７の離型ＰＥＴフィルム３を剥がし、剥がした側の、各異方
性光学フィルム７表面を、一方の異方性光学フィルム７における複数の柱状領域長径方向
が、他方の異方性光学フィルム７の複数の柱状領域長径方向と、互いに垂直の関係となる
様、一方の異方性光学フィルム７を、他方の異方性光学フィルム７に対し、９０°回転さ
せた状態で、厚さ１０μｍの透明粘着層を介して積層させて、作製した。
　作製した異方性光学フィルム１～８の特性を、以下、表１に示した。
【０１０３】
６－２．比較用光学フィルム１の作製
　比較用光学フィルム１である、等方性拡散粘着層を、以下のようにして作製した。
【０１０４】
　下記屈折率１．４７のアクリル系粘着剤組成物１００質量部に対し、粘着剤組成物とは
屈折率の異なる微粒子として、シリコーン樹脂微粒子（モメンティブ・パフォーマンス・
マテリアルズ社製、商品名：トスパール１４５）を、２０質量部添加し、アジターにて３
０分間撹拌して、微粒子を分散させ、塗液とした。当該塗液を、コンマコーターを用いて
、厚さ３８μｍで、ＪＩＳ　Ｂ　０６０１－２００１に準拠して測定された算術平均粗さ
Ｒａが、０．１５μｍである、離型ＰＥＴフィルム５上に、溶剤乾燥後の膜厚が２５μｍ
になるように塗工し、乾燥させて、ＰＥＴ付きの等方性の拡散粘着層を作製した。さらに
、拡散粘着層表面に対し、離型ＰＥＴフィルム５よりも剥離力の高い、厚さ３８μｍの離
型ＰＥＴフィルム(リンテック社製、商品名：３８０１)をラミネートし、両面ＰＥＴ付き
の等方性の拡散粘着層である、両面にＰＥＴフィルムを有する比較用光学フィルム１を作
製した。
　作製した比較用光学フィルム１の特性を、以下、表１に示した。
【０１０５】
６－２－１．アクリル系粘着剤組成物
・アクリル系粘着剤（全固形分濃度１８．８％、溶剤：酢酸エチル、メチルエチルケトン
）　１００質量部
　（綜研化学社製、商品名：ＳＫダインＴＭ２０６）
・イソシアネート系硬化剤　０．５質量部
　（綜研化学社製、商品名：Ｌ－４５）
・エポキシ系硬化剤　０．２質量部
　（綜研化学社製、商品名：Ｅ－５ＸＭ）
【０１０６】
６－３．比較用光学フィルム２の作製
　比較用光学フィルム２は、市販の厚さ１２０μｍである、等方性光拡散フィルム（ツジ
デン社製、商品名：Ｄ１２０Ｐ）を使用した。
　使用した比較用光学フィルム２の特性を、以下、表１に示した。
【０１０７】
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【表１】

【０１０８】
６－５．測定
　表１内異方性光学フィルム１～８、比較用光学フィルム１、２の特性は、以下のように
して測定した。
【０１０９】
６－５－１．異方性光拡散層のヘイズ値の測定
　表１の各光学フィルムのヘイズ値の測定は、日本電色社工業株式会社製のヘイズメータ
ー、ＮＤＨ－２０００を用いて、ＪＩＳ　Ｋ７１３６に準拠して測定した。ここで、ヘイ
ズ値は、高いほど異方性光拡散層の拡散性が高いことを示す。
【０１１０】
６－５－２．散乱中心軸角度及び直線透過率の測定
　図８に示した、光源の投光角、検出器の受光角を任意に可変できる変角光度計ゴニオフ
ォトメータ（ジェネシア社製）を用いて、表１の各光学フィルムについて、直線透過光量
の測定を行った。
　光源からの直線光を受ける位置に検出器を固定し、その間のサンプルホルダーに、表１
の各光学フィルムをサンプルとしてセットした。図８の直線Ｖを中心として、サンプルを
回転させ、サンプルへの各入射光角度に対応する直線透過光量を測定した。この直線Ｖは
、比較用光学フィルム１、２では、任意とすることが可能であるが、異方性を有する異方
性光学フィルム１～８の場合、図４に示したＣ－Ｃ軸を中心軸として回転させて、測定を
行った。
　以上の測定から直線透過率が算出され、表１の各光学フィルムの光学プロファイルを得
た。この光学プロファイルから表１の各光学フィルムのフィルム平面の法線方向より入射
した光の直線透過率と、当該光学プロファイルにおける、光拡散特性が略対称となる入射
光角度である、散乱中心軸角度とを得た。結果を表１に示した。
【０１１１】
６－５－３．柱状領域のアスペクト比の測定（異方性光拡散層の表面観察）
　表１の異方性光学フィルム１～８の表面（作製時における紫外線照射側）を、光学顕微
鏡で観察し、複数の柱状領域の、長径ＬＡ及び短径ＳＡを、任意に２０個の柱状領域分、
測定した。測定した長径ＬＡ及び短径ＳＡの平均値を算出し、平均長径ＬＡ／平均短径Ｓ
Ａを、柱状領域のアスペクト比として算出した。
【０１１２】
６－５－４．算術平均粗さＲａの測定
　表１の各光学フィルムの算術平均粗さＲａの測定は、小坂研究所社製のサーフコーダＳ
Ｅ１７００αを用いて、ＪＩＳ　Ｂ０６０１－２００１に準拠して測定した。
【０１１３】
６－６．ヘッドマウントディスプレイの作製
　市販のバックライト上に、ＯＬＥＤ表示パネルとして、画素ピッチ３２６ｐｐｉ（画素
サイズ０．０７８ｍｍ×０．０７８ｍｍ）のカラーフィルターを用いる方式であるＯＬＥ
Ｄ表示パネルを配置し、カラーフィルターよりも視認側である、ガラス基板表面上に、上
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記で作製した、表１の各光学フィルムの離型ＰＥＴフィルムを剥離した状態で積層させた
。さらにその光学フィルム平面上部に、レンズ(倍率１０倍)を配置することにより、実施
例１～８、比較例１、２のヘッドマウントディスプレイを作製した。又、比較例４として
、光学フィルムを積層しないヘッドマウントディスプレイを作製した。作製した実施例１
～８、比較例１、２、４のヘッドマウントディスプレイの、使用した各光学フィルム及び
特性を、以下、表２に示した。
【０１１４】
６－６－１．官能試験
　作製した実施例１～８、比較例１、２、４のヘッドマウントディスプレイの官能試験を
行った。以下評価基準に従い、評価した結果を、表２に示した。
【０１１５】
６－６－１－１．ブラックマトリクス消し評価基準
◎：ブラックマトリクスがほとんど観測されない
○：ブラックマトリクスが薄くなって観測される
△：ブラックマトリクスがわずかに薄くなって観測される
【０１１６】
６－６－１－２．色付き評価基準
○：画素による色付き感を充分に抑制することができる
△：画素による色付き感をやや抑制することができる
×：画素による色付き感が見て取れる
【０１１７】
６－６－１－３．ボケ感評価基準
◎：画像表示が鮮明に観測される
○：画像表示がわずかにぼやけて観察される
△：画像表示がぼやけて観察される
【０１１８】
６－６－２．全光線透過率の測定
　作製した実施例１～８、比較例１、２、４のヘッドマウントディスプレイの全光線透過
率の測定は、表１の各光学フィルムを除いたときの全光線透過率を１００％として、日本
電色社工業株式会社製のヘイズメーターＮＤＨ－２０００を用いて測定した。
　以下評価基準に従い、評価した結果を、表２に示した。
【０１１９】
６－６－２－１．全光線透過率評価基準
○：３０％以上       
×：３０％未満
【０１２０】
【表２】

【０１２１】
　表２結果より、実施例１～８は、ブラックマトリクス消しの評価が△以上であり、色付
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きの評価も全て△以上であり、全光線透過率も３５％以上と高かった。
　従って、本発明異方性光学フィルムを用いたヘッドマウントディスプレイでは、ブラッ
クマトリクスが観測しにくいので、画素によるざらつきが良好となるだけでなく、画素に
よる色付き感を抑制し、全光線透過率も高いため、輝度低下も抑えることができた。
　特に、実施例１、４、５、６は、ブラックマトリクス消し、色付き、ボケ感、全光線透
過率の全ての評価項目において、高いレベルの特性をバランス良く有していた。
　実施例７は、実施例の中でもアスペクト比が大きい異方性光学フィルムを使用している
ため、縦又は横の一方向のみ、ブラックマトリクスを極めて観測しにくくさせることが出
来た。
　実施例８は、実施例７の異方性光学フィルムを、上記で述べた様に、柱状領域長径方向
を考慮しながら、互いに９０°回転させて積層させたものであり、縦横両方向のブラック
マトリクスを極めて観察しにくくさせることができた。
　なお、本実施例では、カラーフィルターを用いる方式であるＯＬＥＤ表示パネルを使用
したが、ＲＧＢ発光層を用いる方式であるＯＬＥＤ表示パネルを使用しても、同様の効果
が期待できるものと考えられる。
【０１２２】
　一方、比較例１、２、４は、表２評価項目のいずれかが×であった。
　比較例１色付きの×評価は、等方性拡散粘着層を使用しているため、微粒子による光の
拡散が生じ、これにより、光の干渉が起きて、画素による色つきが悪くなってしまったこ
とが主要因であるもの、と考えられる。加えて色付きの悪下は、画面のちらつきを目立た
せてしまった。さらに、表２より、比較例１は、全光線透過率が、本発明異方性光学フィ
ルムと比較して低いため、輝度低下が大きくなってしまった。
　比較例２は、比較例１よりも厚さが大きいため、ブラックマトリクス消しの評価は良好
であったが、等方性拡散フィルムであるため、比較例１と同様の理由により、色付きが悪
く、画面のちらつきを目立たせてしまったもの、と考えられ、さらに、表２より、全光線
透過率が、本発明異方性光学フィルムと比較して低いため、輝度低下が大きくなってしま
った。
　また、比較例４は、光学フィルムを使用していないため、ブラックマトリクスが非常に
目立つ結果となった。
【０１２３】
　以上より、本発明の異方性光学フィルムを備えたヘッドマウントディスプレイは、ブラ
ックマトリクスを観察しにくくする効果に加え、画素によるざらつき及び色付き感を抑制
し、ボケ感が少なく、輝度の低下を抑えることが可能であり、より高い没入感を得ること
ができるものである。
【符号の説明】
【０１２４】
１　　　　　　：光源
２　　　　　　：検出器
１００　　　　：ＯＬＥＤパネル
１１０　　　　：有機ＥＬ層
１２０　　　　：ガラス基板
１３０　　　　：異方性光学フィルム
２００　　　　：異方性光拡散層
２０１，２１１：マトリックス領域
２０２，２１２：柱状領域
３００　　　　：光源
３０１，３０２：指向性拡散素子
３０３　　　　：未硬化樹脂組成物層
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阵区域不同的折射率的多个柱状区域。 头戴式显示器的特征在于。 [选
择图]图2
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